
2

・ 

平
成
18
年
１
月
末
日
現
在
で
従
業

員
の
数
が
５
人
以
上
で
あ
る
こ
と

・ 
代
表
者
及
び
従
業
員
が
市
内
居
住

者
で
あ
る
こ
と

●
応
募
申
請
書

・ 

配
布
場
所
＝
市
上
下
水
道
部
業
務

課
（
旧
鹿
屋
串
良
水
道
企
業
団
）

※
郵
送
は
し
ま
せ
ん

・ 

配
布
期
間
＝
２
月
１
日
（
水
）
〜

24
日
（
金
）

●
応
募
期
限
＝
３
月
３
日
（
金
）

【
問
い
合
わ
せ
・
申
込
先
】　

　

市
上
下
水
道
部
業
務
課

　
　

☎
０
９
９
４
─43
─２
８
０
０　

　
上
水
道
施
設
除
草
・
伐
採

業
務
委
託
者
を
募
集

●
契
約
期
間

　

 

委
託
の
日
か
ら
平
成
18
年
11
月
30

日
ま
で

●
業
務
委
託
内
容

 　

各
施
設
の
除
草
・
伐
採

　

Ａ
地
区
‥
31
ヶ
所

　
　

（
４
７
，
０
１
６ 

㎡
）
×
４
回

 　

Ｂ
地
区
：
19
ヶ
所

　
　

（
４
７
，
１
３
８ 

㎡
）
×
４
回

●
応
募
要
件

・ 

会
社
所
在
地
が
鹿
屋
市
内
で
あ
る

こ
と

・ 

２
社
以
上
の
共
同
に
よ
る
指
名
応

募
で
な
い
こ
と

・ 

除
草
・
伐
採
に
必
要
な
機
械
、
運

搬
に
必
要
な
車
輌
を
有
す
る
こ
と

●
代
表
者
に
必
要
な
要
件

お知らせ版　No.002

・ 

地
方
自
治
法
施
行
令
第
１
６
７
条

の
４
第
１
項
の
規
定
に
該
当
し
な

い
こ
と

・ 

２
級
土
木
施
工
管
理
技
師
以
上
の

資
格
を
有
す
る
雇
用
者
が
い
る
こ
と

●
応
募
申
請
書

・ 

配
布
場
所
＝
市
上
下
水
道
部
配
水

管
理
課
（
旧
鹿
屋
串
良
水
道
企
業

団
）
※
郵
送
は
し
ま
せ
ん

・ 

配
布
期
間
＝
３
月
６
日
（
月
）
〜

15
日
（
水
）　

●
応
募
期
限
＝
３
月
31
日
（
金
）

【
問
い
合
わ
せ
・
申
込
先
】

　

市
上
下
水
道
部
配
水
管
理
課

　
　

☎
０
９
９
４
─43
─２
８
０
０

FILM
 NIGHT  

映
画
ナ
イ

ト
参
加
者
募
集
！

　

世
界
の
様
々
な
映
画
を
国
際
理

解
の
観
点
か
ら
紹
介
す
るF

IL
M
 

N
IG
H
T

を
開
催
し
ま
す
。

　

今
回
は
韓
国
映
画
を
上
映
し
ま
す
。

● 

日
時
＝
２
月
15
日
（
水
）
19
時
〜

21
時 

● 

場
所
＝
鹿
屋
東
地
区
学
習
セ
ン

タ
ー
（
新
川
町
）

● 

タ
イ
ト
ル
＝
「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の

家
」

● 

定
員
＝
20
人
程
度
（
定
員
に
な
り

次
第
締
め
切
り
）

●
参
加
料
＝ 

無
料

●
申
込
期
限
＝
２
月
13
日
（
月
）

【
問
い
合
わ
せ
・
申
込
先
】

　

鹿
屋
市
国
際
交
流
協
会
事
務
局

　

（
市
民
活
動
推
進
課
内
）

　
　

☎
０
９
９
４
─31
─１
１
４
７

　
　

℻  
０
９
９
４
─31
─１
１
７
０

法
律
な
ん
で
も
相
談

　

金
銭
貸
借
・
交
通
事
故
・
相
続
な

ど
に
つ
い
て
、
弁
護
士
が
相
談
に
応

じ
ま
す
。
秘
密
は
厳
守
さ
れ
ま
す
。

● 

日
時
＝
２
月
16
日
（
木
）
13
時
30

〜
16
時
30
分
（
１
人
30
分
程
度
）

● 

定
員
＝
５
人
（
定
員
に
な
り
次
第

締
め
切
り
）

● 

相
談
弁
護
士
＝
藤
枝
法
律
事
務
所

藤
枝
紘
一
郎
弁
護
士

● 

場
所
＝
鹿
屋
商
工
会
議
所
（
新
川

町
）

●
相 

談
料
＝
３
，
０
０
０
円

● 

申
込
方
法
＝
電
話
又
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
で

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
・
申
込
先
】

　

鹿
屋
商
工
会
議
所
振
興
課

　
　

☎
０
９
９
４
─42
─３
１
３
５

　
　

℻  
０
９
９
４
─40
─３
０
１
５

消
費
者
ト
ラ
ブ
ル

１
１
０
番

　

消
費
者
ト
ラ
ブ
ル
の
予
防
と
救
済

に
つ
い
て
司
法
書
士
が
相
談
に
応
じ

ま
す
。

● 

日
時
＝
２
月
26
日
（
日
）
10
時
〜

17
時 相　

談

　五穀豊じょうと林業の発展を祈念して、300 年以上前から続く伝統行事
「かぎ引き祭り」が今年も盛大に開催されます。
　雄木と雌木を引き合う人々 の熱い戦いぶりを、ぜひご覧ください。

日　時　2月19日（日）　午後1時～　伝統芸能
　　　　　　　　　　　　  午後 2時～　かぎ引き
場　所　中津神社（上高隈町）

かぎ引き祭り 

【問い合わせ】　市高隈出張所　☎ 0994-45-2001

●  

場
所
＝
市
中
央
公
民
館
（
北
田

町
）

● 

定
員
＝
20
人
程
度

※ 

予
約
が
必
要
で
す
。

【
問
い
合
わ
せ
・
申
込
先
】

　

県
司
法
書
士
会

　
　

☎
０
９
９
─２
５
６
─０
３
３
５

２
月
７
日
は
北
方
領
土
の
日

　

北
方
領
土
と
は
、
国
後
島
・
択
捉

島
・
色
丹
島
・
歯
舞
諸
島
か
ら
な
っ

て
い
ま
す
。

　

昭
和
56
年
に
、
北
方
領
土
返
還
運

動
を
一
層
推
進
す
る
た
め
２
月
７
日

を
北
方
領
土
の
日
と
定
め
ま
し
た
。

　

ぜ
ひ
、
市
民
の
皆
様
も
、
こ
の
日

を
機
会
に
北
方
領
土
問
題
に
対
す
る

関
心
と
理
解
を
よ
り
一
層
深
め
て
く

だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
】

　

県
国
際
交
流
課

　
　

☎
０
９
９
─２
８
６
─２
３
０
３

志
布
志
労
働
基
準
監
督
署

の
廃
止

　

平
成
18
年
３
月
31
日
の
志
布
志
労

働
基
準
監
督
署
の
廃
止
に
伴
い
、
鹿

屋
市
輝
北
町
、
曽
於
市
、
志
布
志
市
、

大
崎
町
は
鹿
屋
労
働
基
準
監
督
署
の

管
轄
と
な
り
ま
す
。

　

こ
の
こ
と
に
よ
り
、
各
種
届
出
等

お
知
ら
せ


